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東京都では、多重債務問題の解決に向け、庁内各局や関係団体が連携して総合的な 

取組を推進しています。 

その取組の一環として、東京三弁護士会、東京司法書士会、日本司法支援センター 

(法テラス)などの専門相談窓口等と連携して、令和元年度第２回特別相談「多重債務 

１１０番」を実施しましたので、結果についてお知らせします。 

 

 

                      

 

 

・多重債務に陥ると、個人の努力だけでは解決はきわめて困難になります。 

多重債務問題は、専門家に早期に相談することが大切です。 

・都内消費生活センターでは、多重債務問題を抱える相談者を法律専門家や専門相談機関

等につなぎ、問題解決の道筋ができるまでフォローアップする「東京モデル」を実施し

ています。https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/sodan_tazyuu.html 

・債務が少額であっても、返済に不安がある場合はご相談ください。 

特別相談「多重債務１１０番」を実施しました 
～多重債務問題は必ず解決できます。一人で悩まずに早めにご相談ください！～ 

消費者へのアドバイス 

○ 実施期間  令和２年３月２日（月曜日）、３日（火曜日）の２日間 

○ ２日間で寄せられた多重債務に関する相談件数は、全体で１４１件 

・東京都消費生活総合センター              ４１件 

・区市町の消費生活センター（２３区２６市１町）     ３４件 

・弁護士会、司法書士会、法テラス等の協力実施団体      ６６件 

○ 都受付分の相談の特徴 

・相談者は７０歳以上が最も多く、２６.８％を占める。 

・借入先が４社以上の人は３９.０％、最多借入先数は８社。借入先は信販会社が最も多い。 

・１人当たりの平均債務額は１,０４１万円。 

・相談内容は、収入減少でキャッシングしたが返済困難、他の借金返済で住宅ローンの支払不

能、買い物依存の家族が原因で多重債務に陥った相談など。 

結 果 の 概 要 

・ 東京都消費生活総合センター（０３－３２３５－１１５５） 

（受付時間：月～土曜・午前９時～午後５時）（日・祝日・年末年始はお休みです。） 

・ お近くの消費生活センターへはこちら ➡ 消費者ホットライン  ☎１８８ 

 資料３  



 

 

 

 

【収入が減少し、複数の借金返済で生活が苦しい】 

 

 

 

 

 

⇒ 解決に向けた道筋 

生活再生相談窓口につなぎ、今後の生活の立て直しや債務整理について助言を受けまし

た。弁護士か司法書士に任意整理を依頼し、以降の利息免除や、返済期間延長により返済

月額を下げて更新料を貯める、あるいは低家賃の物件へ引っ越す等の提案がありました。

債務整理については、当センターが弁護士会の法律相談を予約し、任意整理の手続きをす

る方向で弁護士に依頼することになりました。 

 

【住宅ローンの返済が困難だが、家を手放す以外に方法は】 

 

 

 

 

⇒ 解決に向けた道筋 

当センターに派遣された弁護士と面談し、債務整理の方法について助言を受けました。 

相談者は住宅を手放したくないとの希望だったため、個人民事再生の「住宅資金特別条項

（住宅ローン特則）」(※)を利用し、債務整理を依頼することになりました。 

 

※個人民事再生の「住宅資金特別条項（住宅ローン特則）」 

住宅ローン以外の借金について、個人再生手続きにより、債務の減額や長期分割払いに変更し、

月々の返済額を軽減する一方、住宅ローンの支払いを継続させることにより、自宅を処分されない

ようにする制度。 

 

【買い物依存の妻が借金し、多重債務に】 

 

 

 

 

 

 

⇒ 解決に向けた道筋 

生活再生相談窓口につなぎ、今後の生活の立て直し、債務整理について助言を受けました。

相談者名義の家族カードの借金は、残債が少額のためリボルビング払いにして返済を続け、

妻名義の借金は弁護士か司法書士に任意整理を依頼するよう助言を得ました。また、これ以

上妻が借金をしないよう相談者がクレジットカードを預かり、家計の見直しをしつつ地域包

括支援センターとも連携し、精神的なサポートも検討することになりました。 

収入が減少し、生活費としてクレジットカードのキャッシングを利用して、数社から 

約１００万円を借りた。現在、毎月５万円を返済しており、家賃を払うと生活が苦しい。 

今月末、賃貸契約の更新を迎えるが、新たに借金しないと払えない。どうしたらよいか。

（４０歳代 男性） 

子供の結婚費用や生活費のためクレジットカードでキャッシングを何度かした。その返

済以外にも子供２人の教育ローンが残っている。借金が増え、今住んでいるマンションの

住宅ローンの返済が困難。家は手放したくないが、どうしたらよいか。（５０歳代 男性） 

年金収入のみで妻と二人暮らし。妻が買い物依存の傾向があり、通販でクレジットカー

ドを使い、服や健康食品を次々に購入し、さらに自分名義の家族カードでキャッシングを

して、食品や日用品を大量に買う。気づいたら貯金が底をつき、支払いができなくなって

しまった。どうしたらよいか。（７０歳代 男性） 

 

主な相談事例（東京都消費生活総合センター受付分から） 



 

＜参考＞ 特別相談で受け付けた相談の概要  

 

１ 東京都内全域で受け付けた件数の推移（都及び23区26市1町、関係団体） 

 
         ※R2.3の関係団体の件数減は、新型コロナウィルス拡大防止のため窓口対応を一部縮小したことによるものです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

〇特別相談「多重債務１１０番」の実施団体 

東京都消費生活総合センター、都内 23区26市1町の消費生活センター、東京弁護士会・第一東京

弁護士会・第二東京弁護士会、東京司法書士会、日本司法支援センター（法テラス）、(公財)日本ク

レジットカウンセリング協会、全国クレサラ・生活再建問題被害者連絡協議会、財務省関東財務局東

京財務事務所、日本貸金業協会、東京都生活再生相談窓口 

※「多重債務 110番」は、「自殺防止！東京キャンペーン」特別相談週間（福祉保健局）との連携事業です。 

 

 
２ 東京都消費生活総合センターで受け付けた相談の概要 

 

（１）特別相談の体制 

       電話又は来所による相談者から消費生活相談員が相談内容をお聞きし、その内容が法律等の専門

的対応を要する場合は、本人の希望を聞いたうえで、当センターに派遣された弁護士・司法書士・

精神保健福祉士、法テラス、東京都生活再生相談窓口等につないだ。 

 

（２）相談内容の分析 （都受付分）         

① 相談件数  ４１件（来訪26件、電話15件） 

       ３月２日(月) ３月３日(火) 合 計 

来 訪 10件 16件 26件 

電 話 5件 10件 15件 

合 計 15件 26件 41件 
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② 相談者の年齢等構成       ※端数処理により合計100%にならない場合があります。 

 

 

 

 

③ 借 入 先        

 

 

  ※同じ会社から複数の借入れがある場合は1社として計上。 

④ 債務の状況 

・相談者は７０歳以上が最も多く、２６.８％を占める。 

・最年長８４歳(女性）、最年少２６歳(男性)。 

20歳代
2人,4.9％

30歳代
6人,14.6％

40歳代
5人,12.2%

50歳代
8人,19.5%

60歳代
8人,19.5%

70歳以上
11人,26.8%

不明
1人

2.4%

年齢別構成比

男
21人

51.2%

女
20人

48.8%

男女別構成比

信販会社
41件,32.8%

銀行
28件,22.4%

消費者

金融
24件,19.2%

債権回収

会社
6件,4.8%

その他
26件,20.8%

金融機関別割合

1社
9人,22.0%

2社
6人 14.6%

3社
6人,14.6%

4社
4人,

9.8%

5社
6人 14.6%

6社
3人, 7.3%

7社
2人,4.9%

8社
1人, 2.4%

不明

4人
9.8%

借入先数

・借入先が４社以上の人は、３９.０％を占める。 

・最多借入先数は８社。 

・借入先は、信販会社、銀行、消費者金融の 

順に多い。（借入先延べ125社の内訳） 

 

 

相談者の男女比は、ほぼ同率。 

 

100万円未満
6人,14.6%

100万円以上

300万円未満
11人,26.8%

300万円以上

500万円未満
8人,19.5%

500万円以上

1,000万円未満
9人,22.0%

1,000万円以上
4人,9.8%

不明

3人

7.3%

一人当たり債務額

・５００万円以上の債務者は、３１.８％を占める。 

・１人当たりの平均債務額は１,０４１万円。 

・最高債務額は１億３千万円（事業負債の連帯保証）。 



 

多重債務相談「東京モデル」のイメージ
＜別紙＞

相談者

相談者

弁護士会

司法書士会

(公財)日本ｸﾚｼﾞｯﾄｶ
ｳﾝｾﾘﾝｸﾞ協会

法テラス

全国ｸﾚｻﾗ・生活再建問題
被害者連絡協議会

法律専門家法律専門家

弁護士、司法書士に直接
相談するのは敷居が高
い・・・。
費用も心配だ・・・。

消費生活センター

①丁寧な聞き取り
②債務整理表等により債務状況を整理
③債務整理方法・専門窓口の情報提供

法律専門家からの通知で、
取立てはストップします。

○東京都消費生活総合センターでは
◆平成２０年１月

多重債務専門グループ設置
「東京モデル」試行開始

◆平成２０年４月
「東京モデル」本格実施

○都内各消費生活センターでは
◆平成２０年９月

「多重債務１１０番」を機に活用開始

電話相談

来所相談

①相談員が専門相談窓口を
予約

専門相談窓口

②相談者が専門相談窓口に
相談、専門家の助言を受ける

（無料）

③相談状況を連絡
（受任状況・解決の方向性等）

連携・協力

相談者が出向かなかった場合など、
相談員がフォローアップ

簡易裁判所

行政各機関・警察

東京都生活再生
相談窓口


